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    第１章 総 則 

第１節 目 的 
この計画は、水防法（昭和24年法律第193号。以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づき、

富山県下における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、洪水、内水（法

第２条第１項に定める雨水出水のこと。以下同じ。）、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、

及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 
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第２節 用語の定義 

 

用  語 定    義 

水防管理団体 

 

水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同に処理する市町村

の組合（水防事務組合）若しくは水害予防組合をいう。  （法第２条第２項） 

指定水防管理団体 

 

 水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として、都道府県知事

が指定したものをいう。                 （法第４条） 

水防管理者 

 

 水防管理団体である市町村長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しく

は水害予防組合の管理者をいう。         （法第２条第３項） 

消防機関 

 

 消防組織法（昭和22年法律第226号）第９条に規定する消防の機関（消防本

部、消防署及び消防団）をいう。          （法第２条第４項） 

消防機関の長 

 

 消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置かない市町村に

あっては消防団の長をいう。            （法第２条第５項） 

水防団  法第６条に規定する水防団をいう。           （法第６条） 

量水標管理者 

 

 

 

量水標、験潮儀その他の水位観測施設の管理者をいう。 

（法第２条第７項・第10条第３項） 

都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、都道府県の水防計画で定め

るところにより、水位を通報及び公表しなければならない。 （法第12条） 

水防協力団体 

 

 

 

 

 水防に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる、法人、

その他法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の

選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に

関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとし

て水防管理者が指定したものをいう。         （法第36条第１項） 

水防警報 

 

 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水、津波又は高潮により国民経済上

重大又は相当な損害が生じるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は

海岸（水防警報河川等）について、国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水、

津波又は高潮によって災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要が

ある旨を警告して行う発表をいう。 （法第２条第８項・第16条） 

洪水予報河川 

 

 

 

 

 

国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい河川で洪水により国

民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川

をいう。国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水予報河川について、気象庁

長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位又は流量を示して洪

水の予報等を行う。 

（法第10条第２項・第11条第１項、気象業務法第14条の２第２項・第３項） 
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水位周知河川 

 

 

 

 

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外の河川のうち、洪水

により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものとして指定

した河川をいう。国土交通大臣又は都道府県知事は、水位周知河川について、

当該河川の水位があらかじめ定められた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）

に達したとき、水位又は流量を示して通知及び周知を行う。  （法第13条） 

水位周知下水道 

 

 

 

 

都道府県知事または市町村長が、内水により相当な損害が生じるおそれが

あるものとして指定した公共下水道等の排水施設等。都道府県知事又は市町

村長は、水位周知下水道について、当該下水道の水位があらかじめ定めた内

水氾濫危険水位（雨水出水特別警戒水位）に達したとき、水位を示して通知

及び周知を行う。                   （法第13条の２） 

水位周知海岸 

 

 

 

都道府県知事が、高潮により相当な損害が生じるおそれがあるものとして

指定した海岸。都道府県知事は、水位周知海岸について、当該海岸の水位が

あらかじめ定めた高潮特別警戒水位に達したとき、水位を示して通知及び周

知を行う。                      （法第13条の３） 

水位到達情報 

 

 

 

 

 水位周知河川、水位周知下水道または水位周知海岸において、あらかじめ

定められた氾濫危険水位(洪水特別警戒水位、雨水出水特別警戒水位または高

潮特別警戒水位)への到達に関する情報のほか、水位周知河川においては、氾

濫注意水位(警戒水位)、避難判断水位への到達情報、水位周知下水道または

水位周知海岸においては氾濫発生に関する情報をいう。 

水防団待機水位 

（通報水位） 

 

 

 

量水標の設置されている地点ごとに都道府県知事が定めるものであって、

水防機関が水防体制に入る水位をいう。        

水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがある場合に

おいて、量水標等の示す水位が水防団待機水位（通報水位）を超えるときは、

その水位の状況を関係者に通報しなければならない。  （法第12条第１項） 

氾濫注意水位 

（警戒水位） 

 

 

 

水防団待機水位（通報水位）を超える水位であって、洪水又は高潮による

災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。水防

団の出動の目安となる。 

量水標管理者は、量水標等の示す水位が氾濫注意水位（警戒水位）を超え

るときは、その推移の状況を公表しなければならない。 （法第12条第２項） 

避難判断水位 

 

 

氾濫注意水位（警戒水位）を超える水位であって、洪水による災害の発生

を特に警戒すべきものとして国土交通大臣又は都道府県知事が定める水位を

いう。市町村長の高齢者等避難発令の目安となる。 

氾濫危険水位 

(洪水特別警戒水位) 

 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫のおそれがある水位をい

う。市町村長の避難指示の発令判断の目安となる水位である。水位周知河川

においては、洪水特別警戒水位に相当する。 （法第13条第１項・第２項） 

内水氾濫危険水位 

 

雨水出水特別警戒水位のこと。内水により相当の家屋浸水等の被害を生じ

る氾濫の起こるおそれがある水位をいう。（法第13条の２第１項及び第２項） 
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洪水特別警戒水位 

 

 

 

災害の発生を特に警戒すべき水位。氾濫危険水位に相当する。国土交通大

臣又は都道府県知事は、指定した水位周知河川においてこの水位に到達した

ときは、水位到達情報を発表しなければならない。 

（法第13条第１項及び第２項）

雨水出水特別警戒

水位 

 

 

 内水による災害の発生を特に警戒すべき水位。内水氾濫危険水位に相当す

る。都道府県知事または市町村長は、指定した水位周知下水道においてこの

水位に到達したときは、水位到達情報を発表しなければならない。 

（法第13条の２第１項及び第２項）

高潮特別警戒水位 

 

 

 高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位。都道府県知事は、指定した

水位周知海岸においてこの水位に到達したときは、水位到達情報を発表しな

ければならない。                   （法第13条の３） 

重要水防箇所 

 

堤防の決壊、漏水、川の水があふれる（越水）等の危険が予想される箇所

であり、洪水等に際して水防上特に注意を要する箇所をいう。 

洪水浸水想定区域 

 

 

 

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、

水災による軽減を図るため、想定し得る最大規模の降雨により当該河川にお

いて氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域として、国土交通大臣又は

都道府県知事が指定した区域をいう。         （法第14条第１項）    

内水浸水想定区域 

 

 

 

 

 内水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、または浸水を防止することにより、

水災による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の降雨により当該下

水道において氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域として都道府県知

事または市町村長が指定した区域をいう。 

                           （法第14条の２） 

高潮浸水想定区域 

 

 

 

 高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、または浸水を防止することにより、

水災による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の高潮により当該海

岸において氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域として都道府県知事

が指定した区域を言う。                （法第14条の３） 

浸水被害軽減地区 洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地

（その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。）

の区域であって浸水の拡大を抑制する効用があると認められる区域として水

防管理者が指定した区域をいう。            （法第15条の６） 

有義波高 ある地点で連続する波を観測したとき、波高の高いほうから順に全体の３

分の１の個数の波を選び、これらの波高を平均したものをいう。 
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第３節 水防の責任等 

水防に関係する各主体について、水防法等に規定されている責任及び義務は、次のとおりである。 

⑴ 富山県の責任 

富山県内の水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する（法第３

条の６）。具体的には、主として次のような事務を行う。 

① 指定水防管理団体の指定（法第４条） 

② 都道府県水防計画の作成及び要旨の公表（法第７条第１項・第７項） 

③ 水防管理団体が行う水防への協力（河川法第22条の２、下水道法第23条の２） 

④ 都道府県水防協議会の設置（法第８条第１項） 

⑤ 気象予報及び警報並びに洪水予報の通知（法第10条第３項） 

⑥ 洪水予報の発表及び通知（法第11条第１項、気象業務法第14条の２第３項） 

⑦ 量水標管理者からの水位の通報及び公表（法第12条） 

⑧ 水位周知河川、水位周知下水道及び水位周知海岸水位到達情報の通知及び周知（法第13条第

２項及び第３項、第13条の２第１項並びに第13条の３） 

⑨ 洪水予報又は水位到達情報の通知の関係市町村への通知（法第13条の４） 

⑩ 洪水浸水想定区域、内水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第14

条、第14条の２及び第14条の３ 

⑪ 大規模氾濫減災協議会の設置（法第15条の10） 

⑫ 水防警報の発表及び通知並びに水防警報河川等を指定したときの公示（法第16条第１項、第

３項及び第４項） 

⑬ 水防信号の指定（法第20条第１項） 

⑭ 避難のための立退きの指示（法第29条） 

⑮ 緊急時の水防管理者、水防団長又は消防機関の長への指示（法第30条） 

⑯ 水防団員の定員の基準の設定（法第35条） 

⑰ 水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第40条） 

⑱ 水防管理団体に対する水防に関する勧告又は助言（法第48条） 

⑵ 水防管理団体（市町村）の責任 

管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する（法第３条）。具体的には、主として次のよ

うな事務を行う。 

① 水防団の設置（法第５条） 

② 水防団員等の公務災害補償（法第６条の２） 

③ 平常時における河川等の巡視（法第９条） 

④ 水位の通報（法第12条第１項） 

⑤ 水位周知下水道の水位到達情報の通知及び周知（法第13条の２第２項） 

⑥ 内水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第14条の２） 

⑦ 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置（法第15条） 

⑧ 避難確保計画又は浸水防止計画を作成していない地下街等の所有者又は管理者への必要な 

指示、指示に従わなかった旨の公表（法第15条の２） 

⑨ 避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設の所有者又は管理者への必要な指示、指示

に従わなかった旨の公表。要配慮者利用施設の所有者又は管理者より報告を受けた避難確保計
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画及び避難訓練の結果についての助言・勧告（法第15条の３） 

⑩ 浸水被害軽減地区の指定・公表及び通知、標識の設置、土地の形状変更の届出を受理した際 

の通知・届出者への助言又は勧告（法第15条の６、法第15条の７及び法第15条の８） 

⑪ 予想される水災の危険の周知（法第15条の11） 

⑫ 水防団及び消防機関の出動準備又は出動（法第17条） 

⑬ 緊急通行により損失を受けた者への損失の補償（法第19条第２項） 

⑭ 警戒区域の設定（法第21条） 

⑮ 警察官の援助の要求（法第22条） 

⑯ 他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長への応援要請（法第23条第１項） 

⑰ 堤防等決壊の通報、決壊後の処置（法第25条・第26条） 

⑱ 公用負担により損失を受けた者への損失の補償（法第28条） 

⑲ 避難のための立退きの指示（法第29条） 

⑳ 水防訓練の実施（法第32条の２） 

㉑ （指定水防管理団体）水防計画の作成及び要旨の公表（法第33条第１項・第３項） 

㉒ （指定水防管理団体）水防協議会の設置（法第34条第１項） 

㉓ 水防協力団体の指定・公示（法第36条第１項） 

㉔ 水防協力団体に対する監督等（法第39条） 

㉕ 水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第40条） 

㉖ 水防従事者に対する災害補償（法第45条） 

㉗ 消防事務との調整（法第50条） 

⑶ 国土交通省の責任 

① 洪水予報の発表及び通知（法第10条第２項、気象業務法第14条の２第２項） 

② 量水標管理者からの水位の通報及び公表（法第12条） 

③ 水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知（法第13条第１項） 

④ 洪水予報又は水位到達情報の通知の関係市町村長への通知（法13条の４） 

⑤ 洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第14条） 

⑥ 大規模氾濫減災協議会の設置（法第15条の９） 

⑦ 水防警報の発表及び通知（法第16条第１項・第２項） 

⑧ 重要河川における都道府県知事等に対する指示（法第31条） 

⑨ 特定緊急水防活動（法第32条） 

⑩ 水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言(法第40条) 

⑪ 都道府県等に対する水防に関する勧告及び助言（法第48条） 

⑷ 河川管理者の責任 

  ① 水防管理団体が行う水防への協力（河川法第 22 条の２） 

 ② 水防管理者に対する浸水被害軽減地区の指定及び市町村長に対する水害リスク情報の把握に

関する情報提供及び助言（法第 15 条の 12） 

⑸ 気象庁の責任 

① 気象、津波、高潮及び洪水の予報及び警報の発表及び通知（法第10条第１項、気象業務法第

14条の２第１項） 

② 洪水予報の発表及び通知（法第10条第２項・第11条第１項、気象業務法第14条の２第２項・

第３項） 
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⑹ 居住者等の義務 

① 水防活動への従事（法第24条） 

② 水防通信への協力（法第27条） 

⑺ 量水標管理者の責任 

① 水位状況の関係機関への通報（法第12条第１項） 

② 水位状況の公表（法第12条第２項） 

⑻ 放送局、電話局、鉄道その他の通信報道機関の責任 

① 水防上緊急を要する通信の最も迅速な実施への協力（法第27条） 

⑼ 河川工作物等の管理者の責任 

 河川工作物等の管理者は、当該工作物の決壊等により水害が予想されるときは、当該水防管理

者の指揮下に入るものとする。 

 ⑽ 水防協力団体の義務 

① 決壊の通報（法第25条） 

② 決壊後の処置（法第26条） 

③ 水防訓練の実施（法第32条の２） 

④ 津波避難訓練への参加（法第32条の３） 

⑤ 業務の実施等（法第36条、第37条、38条） 

  

第４節 津波における留意事項 

津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて「遠地津波」と「近地津波」に分類して考えら

れる。遠地津波の場合は、原因となる地震発生からある程度時間が経過した後、津波が襲来する。近

地津波の場合は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来する。したがって、水防活動及

び水防団員自身の避難に利用可能な時間は異なる。 

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、避難誘導等が可能なことがあ

る。しかし、近地津波で、安全な場所への避難までの所要時間がかかる場合は、水防団員自身の避難

以外の行動が取れないことが多い。 

したがって、あくまでも水防団員自身の避難時間を確保したうえで、避難誘導や水防活動を実施し

なければならない。 

また、洪水、津波又は高潮のいずれにおいても、避難誘導や水防作業の際は水防団員自身の安全を

確保しなければならない。 

 

第５節 安全配慮 

洪水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団自身の安全確保に留意して水防活動を実施するも

のとする。 

避難誘導や水防作業の際も、水防団員自身の安全は確保しなければならない。 

例)・水防活動時には、ライフジャケットを着用する 

・水防活動時の安否確認を可能にするため、通信機器を携行する 

・水防活動は、ラジオを携行する等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施する 

・指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため団員を随時 

交代させる 

-9-



 

・水防活動は原則として複数人で行う（水門等操作を含む）。 

・水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する 

・指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防団員の安全を確保するため、必要に応じ、 

速やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う 

・指揮者は水防団員等の安全確保のため、予め活動可能な時間等を水防団等へ周知し、共有しな 

ければならない 

・指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、退避場所、退避を指示する合図等を事前に 

徹底する 

・津波浸水想定の区域内にある水防団は、気象庁が発表する津波警報等の情報を入手するまでは、

原則として退避を優先する。 

など、水防団員自身の安全確保に留意して水防活動を実施するものとする。 

第２章 水 防 組 織 

第１節 富山県の水防組織 

１ 水防本部の設置 
 

富山県内における水防を統括するために富山県水防本部（以下「水防本部」という。）を置くも

のとし、本部長には富山県知事をもって充て、本部事務は富山県土木部河川課が行う。 

なお、水防本部は、富山県災害対策本部が設置された場合には、同本部に統合されるものである。 

 

２ 水防本部の組織 
 

⑴ 水防本部組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防本部長 

（ 知  事 ） 

副 本 部 長 

（副知事）  

水 防 長 

（土木部長） 

水 防 副 長 

（土木部次長） 

警察本部長 

道 路 班 

砂 防 班 

港 湾 班 

管 理 班 

建設技術企画班 

河 川 班 

総合交通政策班 

厚生企画班 

農村整備班 

都市計画班 

消 防 班 

防災・危機管理班 

警察本部警備班 

水産漁港班 

班長＝関係各課長 

庶務担当 

報道担当 

企画担当 

情報連絡担当 

資材担当 

（河川課職員） 

本部事務 

各土木センター 

各土木事務所 

各ダム管理事務所 

富山新港管理局 

各港事務所 

富山空港管理事務所 

各農林振興センター 

水防下部組織 
（現地指導班） 
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（各班の任務） 

水防本部各班は、気象状況に十分注意し、水防事務の完全な遂行に努めなければならない。 
 

班 任    務 

管理班 ・部内の連絡調整に関する事項 

建設技術企画班 ・被害状況の取りまとめに関する事項 

・各班相互の協力、応援に関する事項 

河川班 ・水防活動の総括に関する事項 

・雨量、水位等観測資料の収集連絡に関する事項 

・水防警報等の受発報に関する事項 

・水防無線に関する事項 

・河川海岸施設の水防に関する事項 

・管理ダム、建設ダム等の水防に関する事項 

道路班 ・水防時における交通規制、交通情報の収集、連絡に関する事項 

・道路施設の水防に関する事項 

砂防班 ・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、砂防指定地、地すべり防

止区域及び急傾斜地崩壊危険区域等の水防に関する事項 

・土砂災害警戒情報の発表に関する事項 

・土砂災害緊急情報の通知等に関する事項 

港湾班 ・港湾区域の潮位、風向風速、波高の資料の収集、連絡に関する事項 

・災害輸送用船舶の確保に関する事項 

・港湾施設の水防に関する事項 

都市計画班 ・都市公園及び下水道施設の水防に関する事項 

消防班 ・消防機関に対する応援の指示に関する事項 

・消防の水害防御の連絡調整に関する事項 

防災・危機管理班 ・気象情報に関する事項 

・消防の水害防御の連絡調整に関する事項 

総合交通政策班 ・空港の水防に関する事項 

厚生企画班 ・水防時の災害救助に関する事項 

農村整備班 ・農業用施設の水防に関する事項 

水産漁港班 ・漁港施設の水防に関する事項 

警察本部警備班 ・水防時の災害警備に関する事項 
 

⑵ 水防下部組織 

水防本部の下部組織として、各土木センター・土木事務所、各ダム管理事務所、富山新港管理

局、各港事務所、富山空港管理事務所、各農林振興センターによる現地指導班を置くものとし、

各水防下部組織においては水防本部に準じて水防体制を編成するとともに、事務分担を定めるも

のとする。 

なお、土木センター・土木事務所、農林振興センターの所管区域は、参考－１のとおりである。 
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第２節 水防管理団体の水防組織 

水防管理団体の水防組織は、富山県の水防組織に準じて、水防管理団体の水防計画において定める

ものとする。また、区域の水防を十分に果たすため、水防団等を組織するものとする。（水防管理団体

及びその水防区域等は、附表－１のとおりである。） 

なお、指定水防管理団体の水防団員の基準は、指定水防管理団体の水防団員の定員の基準に関する

条例（昭和24年富山県条例第42号）により、概ね次の標準による。ただし、水防管理者が水防実施に

支障ないと認める場合は、その標準以下に減ずることを妨げない。 

・水防上特に重要と認められる箇所については、その延長10メートルにつき１人 

・その他の箇所については、その延長50メートルにつき１人 

 

第３節 大規模氾濫減災協議会 

 都道府県知事が組織する大規模氾濫減災協議会及び国土交通大臣が組織する大規模氾濫減災協議会

において取りまとめられた「地域の取組方針」については、水防計画へ反映するなどして取組を推進

するものとする。 

 

   第３章 重 要 水 防 箇 所 

第１節 重要水防箇所 

富山県内の水防箇所のうちで、洪水等が公益上に及ぼす影響の特に大なる箇所を、重要水防箇所に

指定する。その箇所は、附表－２のとおりとする。 

 

   第４章 水 防 施 設 

第１節 水防設備・資機材の整備 

富山県は、水防管理団体の備蓄資器材が不足するような緊急の場合に際し、応急支援するための資

器材を備蓄するものとする。 

水防管理者は、累年の洪水により危険にさらされる河川に水防倉庫を設置し、水防に必要な資器材

を常に整備するものとする。また、資材の確保のため、重要水防箇所近在の竹、立木、木材等を調査

するとともに、各農業従事者、農業関係倉庫等の手持量を調査し、資材業者を登録し、並びに緊急時

に調達しうる数量を確認して、その補給に備えるものとする。また、備蓄器材が使用又は損傷により

不足を生じた場合は、直ちに補充するものとする。 

水防管理者は、水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材が不足するような緊急事態に際して、

国土交通省の応急復旧用資器材又は富山県の備蓄資器材を国土交通省関係事務所長又は土木センター

（事務所）所長の承認を受けて使用することができる。国土交通省関係事務所長及び土木センター（事

務所）所長は、予備鍵の貸与等についてあらかじめ水防管理者と協議して、緊急時に迅速な対応がで

きるよう努めるものとする。 

なお、毎年次表に掲げる日を水防倉庫の調査日と定め、資器材の点検を実施し、その状況を所管の

土木センター・土木事務所を経由して、水防本部に報告しなければならない。 
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調  査  日 調査事項 備  考 

梅 雨 期 
５月10日まで 資器材等の点検  

記録作成 
５月20日まで 補充後の検査 

台 風 期 
８月10日まで 資器材等の点検 

８月20日まで 補充後の検査 

なお、現在整備されている水防倉庫、富山県防災行政無線は、附表－３のとおりであり、富山県及

び指定水防管理団体において備蓄している主要水防資材の種類及び数量は、それぞれ附表－３の１・

３の２のとおりである。 

また、国土交通省の備蓄している主要水防資材及び特殊資材の種類及び数量は、それぞれ附表－３

の３・３の４のとおりである。 

 

第２節 輸送の確保 

１ 輸送計画の樹立 

非常の際、水防資器材、作業員等の輸送を確保するため、各土木センター（事務所）所長は、管

内の水防管理団体との輸送経路及び水防管理団体相互間の輸送計画をあらゆる事態を考慮して樹立

するものとする。 

また、水防管理者は、管内の重要水防箇所においてあらゆる状況を推定して、次のような輸送経

路図を作成して所管の土木センター（事務所）所長に提出するとともに、近距離輸送のため、トラッ

クその他輸送車の配備を計画するものとする。 

・付近略図に道路幅員その他通路の分かる輸送網図 

・万一に備えた多角的輸送路の選定図 

 

２ 輸送機関の協力 

西日本旅客鉄道株式会社、あいの風とやま鉄道株式会社及び富山地方鉄道株式会社並びにその他

の輸送機関は、水防資器材等の輸送計画に対して協力するものとする。 

 

   第５章 通 信 連 絡 

第１節 水防通信連絡系統 

水防の通信連絡は、電話、富山県防災行政無線（電話番号及び富山県防災行政無線のかけ方は、参

考－13参照）を優先使用することを原則とし、非常の場合はテレビ、ラジオ等によって、迅速かつ正

確に次の連絡系統により実施するものとする。 

なお、通信連絡の万全を期するために、水防通信の発着点、資器材等の備蓄場及び水防作業現場等

には、必ず自動車等による伝令等を常に配置するものとする。 

⑴ 水防情報の通信連絡 

連絡系統は、附図－１・１の１のとおりとする。 

⑵ 気象情報等（水防上必要な警報・注意報等をいう。以下同じ。）の通知連絡 

通知系統は、附図－２・２の１のとおりとする。 

また、地震・津波情報は、附図－２の２のとおりとする。 
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⑶ 雨量、水位・流量、有義波高の通信連絡 

連絡系統は、附図－３・３の１・４・５のとおりとする。 

 

第２節 水防信号 

富山県水防信号規則（昭和24年富山県規則第98号）の定めるところにより、水防に用いる信号は、

次のとおりとする。 

⑴ 報知信号 

河川の水位が量水標の示す警戒点（氾濫注意水位）に達したことを知らせるもの 

⑵ 出場信号 

水防団員、消防機関及び水防協力団体に属する者の全員に出動を求めることを知らせるもの 

⑶ 避難信号 

必要と認める区域の居住者に避難のため立ち退くことを知らせるもの 

前記⑴から⑶までの信号は、次の方法によって発信する。 

（水防信号） 

方法 

区分 
サイレン信号 警 鐘 信 号 

報知信号 
30秒 

○－ 

６秒 

休止 

30秒 

○－ 

６秒 

休止 
○  ○－○－○－○  ○  ○－○－○－○ 

出場信号 
５秒 

○－ 

６秒 

休止 

５秒 

○－ 

６秒 

休止 
○－○－○  ○－○－○  ○－○－○ 

避難信号 
５秒 

○－ 

２秒 

休止 

５秒 

○－ 

２秒 

休止 
○－○－○－○－○－○－○－○－○－○－○ 

備考 

１ 警鐘信号については、次のとおりとする。 

⑴ 報知信号は、１点４点の交打 

⑵ 出場信号は、３点打 

⑶ 避難信号は、連打（乱打） 

２ 信号の時間は､サイレン信号の場合にあっては２分間、警鐘信号の場合にあっては５分間

とする。 

３ 信号は、それぞれ併用することができる。 

４ 水災の危険が去ったときは、口頭で伝達する。 

５ 地震による堤防の漏水、沈下等の場合又は津波の場合は、この表に準じて水防信号を発

する。 

 

   第６章 水 防 活 動 

第１節 気象情報等の通知及び雨量、水位・流量、波高等の観測・通報・公表 

１ 気象情報等の通知 

⑴ 気象台の措置 

富山地方気象台（以下「気象台」という。）は、富山県内における水防上必要な予報、警報及

び情報を水防本部及び国土交通省へ通知するものとする。（気象業務法第14条の２）（附図－２
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参照） 

なお、水防活動の利用に適合する水防活動用注意報及び警報は、指定河川洪水注意報及び警報

を除き、一般の利用に適合する注意報及び警報をもって代える。（参考－５：富山地方気象台が

発表する水防活動に必要な予報・警報参照） 

⑵ 水防本部の措置 

水防本部は、気象台から洪水、津波又は高潮のおそれがある気象情報等の通知を受け、必要が

あるときは、速やかに次の措置をとるものとする。 

① 各土木センター・土木事務所、各ダム管理事務所、富山新港管理局、各港事務所、富山空港

管理事務所に通報する。 

② 水防管理団体、量水標管理者に通報する。 

③ ダム管理主任技術者に通報する。 

④ 重要水防箇所に指定された工作物の管理者に通報する。 

⑤ その状況に応じて、広報網により県民一般に周知する。 

なお、水防本部は、国土交通省北陸地方整備局黒部河川事務所より高波に関して注意体制の

通知、水防警報の発表その他の情報を受け、必要があるときは、速やかに該当の土木センター・

土木事務所に情報を伝達するものとする。 

⑶ 山間地の発電所等の措置 

各種気象実況等を総合することによって気象状況をより確実に把握できるので、水防の一環と

して、山間地の発電所等は雨量及び流量を水防本部に通報しなければならない｡（附図－３・５参

照） 

  

２ 雨量の観測及び通報連絡 

富山県及び電力会社の雨量観測所は、気象情報等の通知を受けたとき、又はその他洪水のおそれ

があることを察知したときは、雨量の変動を監視し、次の通報要領により直ちに水防本部に通報し

なければならない。（附図－３参照） 

また、やむを得ない理由により連絡系統図での連絡を行うことができない場合は、あらゆる手段

を尽くして迅速確実に連絡するものとする。 

ただし、富山県河川情報システムにより通報事項を確認できる場合は、水防本部へ通報があった

ものとみなす。 

なお、富山県内の雨量観測所は、附表－４のとおりである。 

（通報要領） 

⑴ 通報基準 

① 連続24時間雨量で80mm以上に達したとき。 

② １時間雨量が20mm以上に達したとき。 

③ 大雨・洪水に関する警報・注意報が発せられたとき。 

１時間ごとに通報するものとし、以後は警報、注意報が発表中継続するものとする。 

ただし、水防本部は、気象状況に応じ、これを変更することができる。 

⑵ 通報事項 

① 日時 

② 場所 
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③ 降雨量 

④ その他参考事項 

 

３ 水位・流量、波高、潮位の観測及び通報連絡 

水防管理者、量水標管理者及びダム管理主任技術者は、気象情報等の通報を受けたとき、又はそ

の他洪水等のおそれがあることを察知したときは、水位・流量あるいは有義波高、潮位の変動を監

視し、次の通報要領により直ちに水防本部に通報しなければならない。（附図－４・５参照） 

また、やむを得ない理由により連絡系統図での連絡が行うことができない場合は、あらゆる手段

を尽くして迅速確実に連絡するものとする。 

ただし、富山県河川情報システムにより通報事項を確認できる場合は、水防本部へ通報があった

ものとみなす。 

なお、富山県内の水位、流量、波高、潮位等の観測所は、附表－５・６・７のとおりである。 

（通報要領） 

⑴ 通報基準 

① 水防団待機水位（流量）に達したとき。 

② 氾濫注意水位（流量）に達したとき。 

③ 避難判断水位（流量）に達したとき。 

④ 最高水位又は最高流量に達したとき。 

⑤ 避難判断水位（流量）を下回ったとき。 

⑥ 氾濫注意水位（流量）を下回ったとき。 

⑦ 水防団待機水位（流量）を下回ったとき。 

⑧ 高潮では、潮位が上昇し、気象状況等により危険が予想されるとき。 

⑨ 高波では、田中観測所又は石田観測所で有義波高が水防警報発表基準を超えたとき。 

なお、水防団待機水位（流量）を上回ったときから、その水位を下回るまで、又は有義波高

が水防警報発表基準を超えたときから、その基準を下回るまでの間、１時間ごとに水位、有義

波高等を通報するものとする。 

ただし、水防本部は、気象状況に応じ、これを変更することができる。 

なお、水防団待機・氾濫注意・避難判断水位（流量）等は、附表－５・６のとおりとする。 

⑵ 通報事項 

① 日時 

② 場所 

③ 水位 

④ 流量 

⑤ 有義波高 

⑥ その他参考事項 

 

４ 氾濫注意水位の公表 

量水標管理者は、量水標等の示す水位又は流量が氾濫注意水位を超えるときは、インターネット

により、その水位又は流量の状況について公表しなければならない。（参考－14参照） 

なお、氾濫注意水位は、附表－５のとおりとする。 
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５ 欠測時の措置 

 ⑴ 量水標管理者は、自らの管理に係る観測所等において欠測等が生じ、水位の通報及び公表がで

きない状況であることが判明した場合は、速やかに欠測等の原因を究明し、早期の復旧に努める

とともに、その状況を速やかに周知すること。 

 ⑵ 欠測等により水位の通報及び公表ができない観測所を代替する観測所がある場合は、併せて周

知すること。 

 

第２節 巡視及び警戒 

１ 巡視 

⑴ 水防管理者、水防団長又は消防機関の長（以下この節において「水防管理者等」という。）は、

随時区域内の河川、海岸、堤防等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、

直ちに当該河川、海岸、堤防等の管理者（以下この節において「河川等の管理者」という。）に

連絡して、必要な措置を求めるものとする。 

この通知を受けた河川等の管理者は、必要な措置を行うとともに、措置状況を水防管理者に通

知するものとする。 

河川等の管理者が自ら行う巡視等において、水防上危険であると認められる箇所を発見した場

合は、必要な措置を行うとともに、措置状況を水防管理者に通知するものとする。 

水防管理者等が、出水期前や洪水、津波又は高潮の終息後等に、重要水防箇所又は洪水箇所、

その他必要と認められる箇所の巡視を行う場合は、必要に応じて河川等の管理者に立会又は共同

で行うことを求めることができる。この際、水防団等が立会又は共同で行うことが望ましい。 

⑵ 重要水防箇所に指定された工作物の管理者は、常に点検・整備を行うとともに、水防管理者及

び国土交通省関係事務所長又は所管の土木センター（事務所）所長と協議のうえ、応急水防工法

を定めなければならない。 

 

２ 警戒 

⑴ 洪水 

水防管理者等は、水防管理団体が非常配備体制をとったとき、又は出動命令を発したときは、

河川、海岸等の監視及び警戒をさらに厳重にし、附表－２に定める重要水防箇所（第３章参照）

を中心に巡視するものとする。（堤防の川側、上端及び居住地側の３班に分ける等、水防警報河

川以下の河川及び渓流にあっては、適宜班を構成すること。） 

特に次の状態に注意し、異常を発見したときは直ちに水防作業を開始するとともに、水防本部

及び所管の土木センター・土木事務所並びに国土交通省関係事務所にその状況及び見通し等を連

絡するものとする。ただし、堤防、ダムその他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは

異常な漏水を発見したときは、第６章10節に定める決壊等の通報及びその後の措置を講じなけれ

ばならない。 

① 居住地側堤防斜面の漏水又は飽水による亀裂又は欠け崩れ 

② 川側堤防斜面で水当りの強い場所の亀裂又は欠け崩れ 

③ 堤防上端の亀裂又は沈下 

④ 堤防から溢水のおそれ（水のあふれるおそれ）のある箇所の水位の状況 
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⑤ 排水門・取水門・閘門の両軸又は底部からの漏水と扉の締まり具合の異状 

⑥ 橋りょうその他の構造物と堤防との取り付け部分の異状 

⑵ 高潮・高波 

水防管理者等は、水防管理団体が非常配備体制をとったとき、又は出動命令を発したときは、

高潮又は高波襲来までの時間的余裕を十分考慮して、海岸等の監視及び警戒をさらに厳重にし、

特に既往の被害箇所その他重要水防箇所を中心に巡視するものとする。 

特に次の状態に注意し、異常を発見したときは自身の安全及び避難を優先して水防作業を実施

するとともに、水防本部及び所管の土木センター・土木事務所並びに国土交通省関係事務所にそ

の状況及び見通し等を連絡しなければならない。 

① 居住地側堤防斜面の漏水又は飽水による亀裂又は欠け崩れ 

② 海側又は川側堤防斜面で水当りの強い場所の亀裂又は欠け崩れ 

③ 堤防上端の亀裂又は沈下 

④ 堤防から溢水のおそれ（水があふれるおそれ）のある箇所の潮位、波高の状況 

⑤ 排水門、取水門、閘門の両軸又は底部からの漏水と扉の締まり具合の異状 

⑥ 橋りょうその他の構造物と堤防との取付部分の異状 

 

３ 緊急通行 

⑴ 緊急通行 

  水防のため緊急の必要がある場所に赴くときは、水防団長、水防団員及び消防機関に属する者

並びに水防管理者から委任を受けた者は一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空

地及び水面を通行できる。 

⑵ 損失補償 

  水防管理団体は、緊急通行の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価によりそ

の損失を補償するものとする。 

 

４ 警戒区域の設定 

水防上緊急の必要がある場所において、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区

域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又は

その区域からの退去を命ずることができる。（法第21条第１項） 

また、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があっ

たときは、警察官は、これらの者の職権を行うことができる。（法第21条第２項） 

 

第３節 非常配備と出動 

１ 富山県の非常配備 

⑴ 富山県は、水防に関する警報・注意報等の発表又は地震等の発生等により、洪水、津波又は高

潮のおそれがあると認められるときから、洪水等の恐れがなくなったと認められるときまでの間

は、非常配備により水防事務を処理するものとする。 

非常配備の発令は、水防本部長が行うものとする。ただし、現地指導班長は、自らの管轄水防

区域の状況を考慮して、あらかじめ各配備区分における出動人員を定めるととともに、緊急に必

要があると認めたときは、独自の判断により配備の発令及び体制の強化を行う。この場合は、直
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ちに水防本部長に報告するものとする。 
 

種別 配 備 の 内 容 配  備  時  期 

第 

１ 

配 

備 

少数の人員を

もって、情報の収

集及び連絡等の業

務を主とし、事態

の推移によって

は、直ちに招集そ

の他の活動ができ

る体制を整えるも

のとする。 

⑴ 富山県下に大雨若しくは洪水の注意報若しくは波浪警報の一

以上が発表され、又は高潮と波浪の注意報が同時に発表され、

今後の気象情報と水位及び流量情報に注意と警戒を必要とする

が、具体的な水防活動を必要とするに至るまでにはかなり時間

的余裕のある場合で、水防本部長が指令したとき。 

⑵ 高波について、下新川海岸において国土交通省北陸地方整備

局黒部河川事務所で注意体制が発令された場合で、水防本部長

が指令したとき。 

⑶ その他水防本部長が指令したとき。 

第 

２ 

配 

備 

第１配備の２倍

程度の人員をもっ

て、水防事態が発

生すればそのまま

で水防活動が遅滞

なく遂行できるよ

う各種機関と十分

連絡し、万全の水

防体制を整えるも

のとする。 

⑴ 富山県下に大雨、洪水又は高潮の警報の一以上が発表され、

水防活動を必要とする事態の発生が予想され、水位又は流量が

指定水位又は指定流量に達し、今後増水等のおそれがあり、水

防活動の開始が考えられる場合で、水防本部長が指令したとき。 

⑵ 高波について、下新川海岸において国土交通省北陸地方整備

局黒部河川事務所より水防警報が発表された場合で、水防本部

長が指令したとき。 

⑶ 津波について、富山県沿岸において大津波警報又は津波警報

が発表された場合で、水防本部長が指令したとき。 

⑷ その他水防本部長が指令したとき。 

第 

３ 

配 
備 

所属人員全員を

もって、完全な水

防体制をとるもの

とする。 

⑴ 事態が切迫して水防活動の必要が予想され、又は事態の規模

が拡大し第２配備では対処できないと考えられる場合で、水防

本部長が指令したとき。 

⑵ その他水防本部長が指令したとき。 

 

⑵ 非常配備の解除は、今後水防活動の必要がなくなったときに、水防本部長が指令する。 

 

２ 水防管理団体の非常配備と出動 

⑴ 水防管理団体の非常配備 

水防管理者は、情報判断を的確に行い、あらかじめ水防本部に準ずる非常配備の体制を整備し

なければならない。 

指定水防管理団体の水防管理者は、この計画に応じた水防計画を定め、万全の体制を保持しな

ければならない。 

⑵ 待機 

水防管理者は、次の場合に、管内の水防団及び消防機関を津波の危険がない箇所で待機させる

ものとする。ただし、津波の危険がない箇所での水防活動等の実施を妨げない。 

① 管内の河川又は海岸において、津波に係る水防警報（待機）が発表されたとき。 

② 気象庁が富山県沿岸に大津波警報又は津波警報を発表し、かつ、水防管理者が水防団員と消

防機関に属する者の安全確保が困難と判断したとき。 
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⑶ 出動準備 

水防管理者は、次の場合に、管内の水防団及び消防機関に対し、出動準備をさせるものとする。 

① 水防管理者が非常配備を発令したとき。 

② 管内の河川又は海岸において、水防警報（（準備）又は（待機・準備））が発表されたとき。 

③ 河川の水位が水防団待機水位（流量）に達し、なお上昇のおそれがあり、かつ、出動の必要

が予想されるとき。 

④ 気象状況等により洪水、津波又は高潮の危険が予知されるとき。ただし、津波については、

水防団員と消防機関に属する者の安全が確保できる時間的余裕があると水防管理者が判断した

とき。 

⑷ 出動 

水防管理者は、次の場合に、直ちに管内の水防団及び消防機関に対し、あらかじめ定められた

計画に基づき出動させ、警戒配置につかなければならない。 

① 管内の河川又は海岸において、水防警報（出動）が発表されたとき。 

② 河川の水位が氾濫注意水位（流量）に達し、なお上昇のおそれがあり、危険を予知したとき。 

③ 気象状況等により洪水、津波又は高潮の危険を認めるとき。ただし、津波については、水防

団員と消防機関に属する者の安全が確保できる時間的余裕があると水防管理者が判断したとき。 

なお、水防団員等現員表は、附表－８のとおりである。 

 

第４節 水防警報の発表と解除 

１ 安全確保の原則 

水防警報は、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要が

ある旨を警告するものであるが、津波の発生時における水防活動その他危険を伴う水防活動にあ

たっては、従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

そのため、水防警報の内容においても、水防活動に従事する者の安全確保を念頭において通知す

るものとする。なお、津波到達時間が短く、津波到達までに水防警報が通知されない場合等であっ

ても、水防活動に従事する者の安全確保を図るものとする。 

 

２ 水防警報の発表 

国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認め

て指定した河川、海岸等について、水防活動を行う必要があるときは、その旨を警告（水防警報）

し、その警報事項を水防本部等に通知しなければならない。 

国土交通大臣が指定した河川、海岸等以外の河川、海岸等で洪水、津波又は高潮により相当な損

害を生ずるおそれがあると認めて富山県知事が指定した河川、海岸等について、水防活動を行う必

要があるときは、所管の土木センター・土木事務所は、水防管理団体にその旨を警告（水防警報）

するとともに、その警報事項を水防本部に報告しなければならない。 

水防警報の発表及び通知は、附図－１の系統により行うものとする。 

国土交通大臣又は富山県知事が水防警報を行う河川・海岸（水防警報河川・海岸）及びその区域

は、附表－９のとおりとする。 
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３ 水防警報の発表基準 

水防警報の発表基準は、附表－10・10の１・10の２・10の３・10の４・10の５のとおりとする。 

 

４ 水防警報の発報及び受報 

水防警報の発報担当者及び受報者は、附表－11のとおりとし、その状況の伝達及び受報簿（附表

－11の１・11の２）を作成しなければならない。 

また、水防警報発報形式は、附表－12のとおりとする。 

なお、水防警報により水防活動を実施した場合は、附表－12の１により水防本部へ報告しなけれ

ばならない。 

 

５ 水防警報の解除 

国土交通省又は富山県の水防警報発表機関は、水防活動の必要がなくなったと判断したときは、

水防警報を解除するとともに、直ちに附図－１の系統により水防本部等へ通知しなければならない。 

なお、水防警報解除形式は、附表－12のとおりとする。 

 

第５節 洪水予報の発表 

１ 洪水予報の発表 

法第10条第２項及び気象業務法（昭和27年法律第165号）第14条の２第２項の規定に基づき、流域

面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大

臣が指定した河川（洪水予報河川）について、国土交通省及び気象庁の機関が共同して洪水予報を

発表し、水防本部がその通知を受けたときは、水防本部は所管の土木センター・土木事務所に通知

するとともに、所管の土木センター・土木事務所は関係水防管理者に通知するものとする。また、

その通知の際は、記録を作成し、保管しなければならない。 

指定河川の洪水予報の通知は、附図－２の１の系統により行うものとする。 

国土交通省及び気象庁の機関が共同して洪水予報を行う河川及びその区域は、附表－13のとおり

とする。 

 

２ 洪水予報の発表基準等 

指定河川の洪水予報（警報、注意報）の種類及び発表基準等は、附表－14のとおりとする。 

 

３ 洪水予報の発表形式 

指定河川の洪水予報の発表形式は、附表－15のとおりとする。 

 

第６節 氾濫危険水位（特別警戒水位）到達情報の発表 

１ 氾濫危険水位到達情報の発表 

国土交通大臣は、法第10条第２項により指定した河川（洪水予報河川）以外の河川のうち、洪水

により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川（水位周知河川）につ

いて、氾濫危険水位（特別警戒水位）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨（氾

濫危険水位到達情報）を当該河川の水位又は流量を示して、水防本部等に通知しなければならない。 

富山県知事は、富山県管理河川のうち、洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして
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自らが指定した河川（水位周知河川）について、氾濫危険水位（特別警戒水位）を定め、所管の土

木センター・土木事務所は、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨（氾濫危険水位到達情

報）を当該河川の水位又は流量を示して直ちに水防管理団体及び量水標管理者に通知するとともに、

水防本部に報告しなければならない。 

氾濫危険水位到達情報の通知は、附図－１の系統により行うものとする。 

水位周知河川及びその区域は、附表－16のとおりとし、水位周知河川各々の氾濫危険水位は、附

表－５のとおりとする。 

 

２ 氾濫危険水位到達情報の発表方法 

氾濫危険水位到達情報の発報担当者及び受報者は、附表－17のとおりとする。 

氾濫危険水位到達情報の発表形式は、附表－18のとおりとする。 

 

第７節 ダム及び水門等の操作 

１ 河川区間のダム・水門（洪水） 

ダム、水門及び堰等の管理者は、常に当該施設が十分その機能が発揮できるよう努め、特に出水

期前には当該施設の点検及び補修を行うとともに、水防活動時においては適正な操作を行い、水害

の軽減、防止に努めるものとする。 

ダム及び水門等の管理者（操作担当者）は、気象情報等並びに洪水予報及び水防警報が発表され

たとき、又は雨量、水位・流量等の気象状況を考慮し洪水時又は洪水のおそれがあると認めたとき

は、操作規程（治水協定に基づく事前放流を含む）あるいは発電工作物の保守等による規程に基づ

き、的確な操作を行うものとする。 

ダム及び水門等の管理者（操作担当者）は、通報連絡系統図（附図－５）及び各施設の操作規則

等に基づき、放流等の情報を直ちに水防本部等に連絡するものとする。 

また、やむを得ない理由により連絡系統図での連絡が行うことができない場合は、あらゆる手段

を尽くして迅速確実に連絡するものとする。 

なお、各施設の操作規則の概要は、参考－９のとおりである。 

 

２ 河口部・海岸部の水門・閘門（津波・高潮） 

河口部・海岸部の水門、閘門の管理者は、常に当該施設が十分その機能が発揮できるよう努め、

特に出水期前には当該施設の点検及び補修を行うとともに、水防活動時においては適正な操作を行

い、水害の軽減、防止に努めるものとする。 

河口部・海岸部の水門・閘門の管理者は、大津波警報又は津波警報が発表されたときは、安全確

保のため直接操作をさせない等、操作員の安全確認を最優先にしたうえで、各施設の操作規則等に

基づき、的確な操作を行うものとする。 

 

第８節 水防標識及び身分証票 

１ 水防標識 

水防作業を正確、迅速かつ規律正しい団体行動で行うために、次の標識を定める。また、水防管

理者から委任を受けたものが着用する水防活動者腕章及び建設機械に掲示する横断幕は、当該水防

管理者が定めるものとする。 
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⑴ 水防要員の標識 

左腕に腕章をつけるものとし、その標識は、附図－６のとおりである。 

昼間は標旗を掲げ、夜間は標灯を掲げる。 

⑵ 優先通行標識 

富山県知事が定める優先通行水防用車両に附する標識は、附図－６のとおりである。（法第18条） 

 

２ 身分証票 

法第49条第２項の規定による水防本部員の身分証票は、附図－７のとおりである。 

また、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者が水防計画を作成するために必要な土地に立

ち入る場合に携帯する身分証票は、当該水防管理者が定めるものとする。 

 

第９節 水防作業 

１ 水防作業 

水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し、又は被害の拡大を防ぐ

ため、堤防の構造、流速、護岸、浸水域及び近接地域の状態等を考慮して最も適切な工法を選択し

実施するものとする。水防作業を必要とする異常状態を大別して、それに対する工法の説明は、次

のとおりである。 

その際、水防団員は自身の安全を確保できる場所までの避難完了に要する時間、津波到達時刻等

を考慮して、水防団員が自身の安全を確保できないと判断したときには、自身の避難を優先する。 

また、水防管理者は、平常時から水防実施関係者に水防工法等を習熟させ、災害時においても最

も適切な作業が即時に実施できるよう努めなければならない。 

⑴ 漏水 

① 吐口が堤腹にあるとき 

吐口の下に莚張等を行い堤腹が洗われないようにし、吐口が大きい場合には月の輪を施す。 

② 吐口が居住地側堤防斜面、犬走り又は堤内平場にあるとき 

釜段工を施すか、噴水、漏水が少量のときは土管を伏せ、底抜きの樽や桶を伏せるほか、又

は水流し蓆張を行う。 

③ 川側堤防斜面、吸込口の手当 

吸込口をつきとめることができれば、その口に差し藁又は詰土のうを行い、これに浮き止め

の挿竹を施す。 

吸込口を発見できないときは、その付近一帯に張蓆工、張畳工及び木流工を行う。 

吸込口が塞がれない間は、決して漏水口を塞いではならない。 

⑵ 川側堤防斜面の欠け崩れ 

① 堤腹の欠け崩れ 

木流工、張畳工及び張蓆工で保護し、欠け崩れが拡大してこれらの工法では不安と思われる

場合には、築廻工を行って補強する。 

② 堤脚や護岸の欠け崩れ 

蛇籠入、捨石、枠入れ及び木流工並びに張蓆工を行って、崩壊の拡大を防止する。 
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⑶ 堤防上端及び居住地側堤防斜面の亀裂又は欠け崩れ 

① 亀裂が浅いとき 

亀裂箇所を掘り返して埋め戻しを十分に行い、次の②の工法によるのが適当である。 

② 亀裂が深いとき 

折り返し工、控え取り工、繁ぎ縫い工及び繁ぎくい工並びに五徳工等のしばり工法を施す。 

③ 欠け崩れ 

五徳工、くい打積土のう工、土のう羽口工及び力くい打工並びに籠止工で防止する。 

⑷ 溢水（水のあふれ） 

積土のう工及び板柵工を施す。 

積土のうが３段以上になる場合は、止め杭を使用する。 

⑸ 排水門・取水門等の漏水 

排水門・取水門の川側堤防斜面に、月の輪締切又は詰土のうを施す。漏水の程度がその圧力を

減ずればよいくらいの場合は、居住地側堤防斜面に月の輪を行うものとする。 

⑹ ため池の措置 

氾濫注意水位以上の上昇が予想されるときは、その危険性を確かめ、下流部の影響を考慮のう

え、適当な措置をとるものとする。 

 

２ 水防作業上の心得 

⑴ 命令又は指令がないにもかかわらず、部署を離れる等の勝手な行動をとってはならない。 

⑵ 作業中は常に危険に対する警戒心を緩めず、どのような環境においても冷静さを保持する。 

⑶ 夜間にあっては、特に言動に注意し、みだりに想像による言動を発してはならない。 

⑷ 命令、指令及び情報の伝達は特に迅速、正確並びに慎重を期し、みだりに人心を動揺させ、ま

た、いたずらに水防団員を緊張させ、疲れさせないよう留意し、最悪時に最大の水防能力を発揮

できるよう心がけるものとする。 

⑸ 洪水時において、堤防に異状が起きる時期は、滞水時間にもよるが、概ね水位が最大のとき又

はその前後である。 

しかし、堤防斜面の崩れ、陥没等は通常減水時に生ずる割合が多いこと（水位が最大洪水位の

４分の３に減少したときが最も危険）から、洪水の最大時を過ぎても完全に流下するまで警戒を

解いてはならない。 

⑹ 高潮の水防活動においては、河口付近の内水氾濫に留意し、人家等の湛水被害の発生を防止す

るため適切な措置を講じるものとする。 

⑺ 地震後の水防活動においては、堤防の漏水、沈下の状況に特に留意するものとし、河川水位に

応じ、被害の拡大を防止するため適切な措置を講じるものとする。 

なお、津波情報には特に注意し、二次災害の発生を防止するものとする。 

⑻ 津波の来襲が予想される場合は、津波情報等に特に注意し、住民の避難誘導等を優先的に行う

ものとする。 

 

第 10 節 決壊・漏水等の通報及びその後の処置 

１ 決壊等の通報 

水防に際し、堤防その他の施設が決壊し、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したときは、
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当該水防管理者、水防団長、消防機関の長若しくは水防協力団体の代表者は、法第25条の規定に基

づき、直ちにその旨を一般住民、国土交通省関係事務所及び所管の土木センター・土木事務所並び

に氾濫が予想される方面の隣接水防管理団体等に通報しなければならない。 

通報を受けた土木センター・土木事務所は、これを水防本部、関係警察署その他関係方面に連絡

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 決壊・漏水後の措置 

水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、決壊したとき、又は越水･

溢水若しくは異常な漏水が発生したときにおいても、できる限り氾濫による被害が拡大しないよう

努めなければならない。（法第26条） 

 

第 11 節 避難のための立退き 

１ 避難のための立退きの指示 

⑴ 洪水、津波又は高潮により著しい危険が切迫していると認められるときは、富山県知事、その

命を受けた富山県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対

し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者が指示をする場合におい

ては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知するものとする。（法第29条） 

なお、国土交通省管理区間の区域については、国土交通省関係事務所長に助言を求めるものと

する。 

⑵ 水防管理者は、避難のための立退きを指示した場合は、その状況を水防本部長及び所管の土木

センター（事務所）所長に報告するものとする。 

 

２ 避難及び立退き 

水防管理者は、水防計画及び地域防災計画に基づき、予定立退き先、経路をあらかじめ定めると

ともに、当該区域の居住者に周知するものとする。 

立退きの指示があったときは、当該区域の居住者等に伝達するとともに、警察署及び関係機関の

協力を得て避難の誘導を行うものとする。 

 

第12節 洪水浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置 

１ 洪水浸水想定区域の指定状況 

国土交通大臣及び富山県知事は、指定した河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、

又は浸水を防止することにより水災による被害の軽減を図るため、想定しうる最大規模の降雨によ

決壊・漏水等

水防管理者、水防団長、 

消防機関の長等 

住 民 駐 在 所 警 察 署 警察本部 

国土交通省関係事務所 

県土木センター（事務所） 
隣接の水防管理者 

水防団長、消防機関の長 住 民 

水防本部 
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り当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。 

また、国土交通大臣及び富山県知事は、洪水浸水想定区域の指定を行ったときは、指定の区域及

び浸水した場合に想定される水深を公表し、関係市町村長に通知しなければならない。（法第14条） 

なお、富山県が指定する洪水浸水想定区域は、インターネットにより公開する。（参考－14参照） 

 

２ 洪水浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置 

洪水予報河川及び水位周知河川に係る洪水浸水想定区域の指定のあった市町村の防災会議は、当

該区域ごとに、市町村地域防災計画において次の事項について定めるものとする。 

⑴ 洪水予報及び法第13条に基づく水位周知河川における水位等の情報の伝達方法 

⑵ 避難場所及び避難路その他避難経路に関する事項 

⑶ 災害対策基本法第48条第１項の防災訓練として市町村長が行う洪水に係る避難訓練の実施に関

する事項 

⑷ 当該区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地 

イ 地下街等（地下街等その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建

設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数のものが利用する

と見込まれるものを含む。））でその利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防

止を図る必要があると認められるもの 

ロ 要配慮者施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が

利用する施設）でその利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められ

るもの 

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く）であって国土交通省令で定める

基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（大規模工場等）でその洪

水時の浸水の防止を図る必要があると認められるもの。 

なお、上記(4)に掲げる施設については、当該施設利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保

が図られるよう洪水予報及び法第13条に基づく水位周知河川における水位等の情報の伝達方法を

定めるものとする。 

⑸ その他洪水時等の円滑迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

 

３ 洪水ハザードマップ等 

洪水浸水想定区域をその区域に含む市町村長は、市町村地域防災計画において定められた前項の

⑴から⑸で掲げる事項を住民、滞在者その他の者に周知させるため、これらの事項（土砂災害警戒

区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項に規定

する土砂災害警戒区域をその区域に含む市町村にあっては、同法第７条第３項に規定する事項を含

む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じるものとする。 

 

４ 予想される水災の危険の周知等 

  市町村長は、洪水予報河川及び水位周知河川以外の河川のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を

確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水し

た地点、その水深その他の状況を水害リスク情報として把握するよう努めるとともに、これを把握

したときは、浸水実績等を地図上に示した図面の公表、浸水実績等を付加した洪水ハザードマップ

の公表、町中の看板・電柱等への掲示等により住民等に周知することとする。図面等を公表する場
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合は、住民への各戸配布やインターネット上での公表等により行うこととする。 

 

５ 地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 

法第15条第１項の規定により市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等の所有

者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用

者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の

措置に関する計画を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表するものとする。又、地下

街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止のための訓練を行うも

のとする。さらに、自衛水防組織を置き、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定め

る事項を市町村長に報告するものとする。 

市町村は、市町村地域防災計画において、地下街等の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成

員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

 

６ 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等 

水防法第15条第一項の規定により市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利

用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用

者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成

し、これを市町村長に報告するとともに、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速

な避難の確保のための訓練を行い、この結果を市町村長に報告するものとする。 

さらに、自衛水防組織を置くよう努めるものとする。 

市町村は、市町村地域防災計画において、要配慮者利用施設の所有者または管理者及び自衛水防

組織の構成員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

 

７ 大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 

水防法第15条第１項の規定により市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工場

等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時の浸水

の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該大規模工場等

の洪水時の浸水の防止のための訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くよう努めるものとする。 

市町村は、市町村地域防災計画において、大規模工場等の所有者又は管理者及び自衛水防組織の

構成員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

 

８ 津波災害警戒区域の指定 

  「津波防災地域づくりに関する法律」に則り、富山県知事は、津波防災地域づくりの推進に関す

る基本的な指針に基づき、かつ、浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民、勤務する者、

観光旅客その他の者の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該

区域における津波による人的被害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、

津波災害警戒区域として指定し、その旨並びに当該指定の区域及び基準水位を、県の公報への掲載、

インターネットの利用その他の適切な方法により公示するとともに、関係市町村の長に、公示され

た事項を記載した図書を送付することとする。 

  なお、富山県が指定する津波災害警戒区域は、インターネットにより公開する。（参考－14参照） 
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９ 市町村地域防災計画の拡充 

  市町村防災会議は、津波災害警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画において、当

該津波災害警戒区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 ⑴ 人的被害を生ずる恐れがある津波に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び

伝達に関する事項 

 ⑵ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

 ⑶ 市町村が行う津波に係る避難訓練の実施に関する事項 

⑷ 津波災害警戒区域に、地下街等又は社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の

配慮を要する者が利用する施設であって、当該施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅

速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称及

び所在地 

⑸ そのほか、津波災害警戒区域における津波による人的被害を防止するために必要な警戒避難体

制に関する事項 

 

10 津波ハザードマップの作成・周知 

  津波災害警戒区域をその区域に含む市町村長は、市町村地域防災計画に基づき、津波災害警戒区

域及び当該区域における基準水位を表示した図面に人的災害を生ずるおそれがある津波に関する

情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他津波

災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民、勤務する者、観光旅客そ

の他の者に周知させるため、これらの事項を記載したものを、印刷物の配布その他の適切な方法に

より、各世帯に提供するとともに、図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インター

ネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと

とする。なお、高潮についても必要な措置を講じることとする。 

 

11 避難促進施設に係る避難確保計画 

  津波防災地域づくりに関する法律第54条第１項の規定により市町村地域防災計画に名称及び所在

地を定められた地下街等又は社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要す

る者が利用する施設のうち、その利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保するた

めの体制を計画的に整備する必要があるもの（以下、避難促進施設という。）の所有者又は管理者は、

単独で又は共同して、避難訓練その他の当該避難促進施設の利用者の津波の発生時における円滑か

つ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する避難確保計画を作成し、これを市町村長に報

告するとともに、公表するものとする。 

  津波の発生時における避難確保計画には、次の事項を記載するものとする。 

 ⑴ 津波の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項 

 ⑵ 津波の発生時における避難促進施設の利用者の避難の誘導に関する事項 

⑶ 津波の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項 

⑷ そのほか、避難促進施設利用者の津波発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な

措置に関する事項 
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第13節 水防解除 

１ 富山県の非常配備の解除 

水防本部長は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなくなったとき、津波又は高潮のお

それがなくなったとき等、配備の必要がなくなったものと認められるときは、水防の非常配備体制

を解除し、これを関係機関に通知するものとする。 

 

２ 水防管理団体の非常配備の解除 

⑴ 水防管理団体の非常配備の解除 

水防管理者は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなくなったとき、津波又は高潮の

おそれがなくなったとき等、自らの区域内の水防活動の必要がなくなったものと認められるとき

は、水防の非常配備を解除し、これを一般に周知するとともに、所管の土木センター・土木事務

所に通知するものとする。 

⑵ 水防団及び消防機関の非常配備の解除 

水防団及び消防機関の非常配備の解除は、水位が下降して水防活動の必要がなくなり、水防管

理者が非常配備を解除したときとする。それまでは、水防団員及び消防機関に属する者は自らの

判断等により勝手に部署を離れてはならない。 

解除後は、人員、資器材及び作業箇所を点検し、その概要を直ちに報告する。また、使用した

資器材は、手入れして所定の位置に設備する。 

 

第 14 節 水防報告等 

１ 水防記録 

  水防作業員が出動したときは、水防管理者は、次の記録を作成し、保管するものとする。 

⑴ 天候の状況及び警戒中の水位観測表 

⑵ 水防活動をした河川・海岸名及びその箇所 

⑶ 警戒出動及び解除命令等の日時 

⑷ 消防団及び消防機関に属する者の出動の時間と人員 

⑸ 水防作業の状況 

⑹ 堤防その他の施設の異常の有無及びこれに対する処置とその効果 

⑺ 使用水防資材の種類及び数量並びにその消耗分及び回収分 

⑻ 法第28条による使用又は収用の器具、資材の種類、数量及び使用場所 

⑼ 処分した障害物の種類、数量及びその事由並びに除却の場所 

⑽ 土地を一時使用したときは、その場所及び所有者氏名とその理由 

⑾ 応援の状況 

⑿ 居住者出動の状況 

⒀ 警察の援助の状況 

⒁ 現場指導者の職、氏名 

⒂ 立退きの状況及びこれを指示した理由 

⒃ 水防関係者の死傷の有無及びその状況 

⒄ 功労者の職、氏名及びその功績 

⒅ 功労水防団及びその功績 
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⒆ 今後の水防について考慮を要する点その他の水防管理者の所見 

⒇ 堤防その他の施設について緊急工事を必要とするときは、その場所及びその損傷の状況 

(21) 水防に要した経費 

(22) その他必要な事項 

 

２ 水防報告 

水防管理者は、水防が終結したときは、遅滞なくその状況を附表－19（第１号様式）により所管

の土木センター・土木事務所及び国土交通省関係事務所に報告しなければならない。 

土木センター（事務所）所長は、管内で水防活動を行っている場合には、附表－19（第１号様式）

を作成し、水防管理団体から提出されたものとあわせて取りまとめ、附表－19（様式第２号）によ

り水防本部に報告しなければならない。 

水防本部長は、当該報告について保管するとともに、国（北陸地方整備局）に報告しなければな

らない。 

なお、水防活動時及び被害状況写真の撮影については、安全配慮に十分留意した上で、可能な限

り行うものとする。  

 

   第７章 協 力 ・ 応 援 

第１節 河川管理者の協力 

 河川管理者は、その業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動における

河川管理者の協力が必要な事項として、次の協力を行う。 

＜河川管理者の協力が必要な事項(例)＞ 

⑴ 河川に関する情報を提供すること。 

⑵ 重要水防箇所の合同点検を実施すること。 

   （合同点検には水防団等も参加するなど、水防団との重要水防箇所にかかる情報共有を図る

ことが望ましい。） 

⑶ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会へ参加すること。 

⑷ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態において、備蓄資器

材又は応急復旧資器材を貸与すること。 

⑸ 水防管理団体又は水防協力団体の人材で不足するような緊急事態において、水防活動の記録

及び広報を行うこと。 

 

第２節 下水道管理者の協力 

下水道管理者（富山県知事）は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防の

ための活動に次の協力を行う。 

 ＜下水道管理者の協力が必要な事項(例)＞ 

  ⑴ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会へ参加すること。 

⑵ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態において、下水道管

理者の応急復旧し器材又は備蓄資器材を提供すること。 
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下水道管理者（市町村長及び事務組合の長）は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団

体が行う水防のための活動に次の協力を行う。 

 ＜下水道管理者の協力が必要な事項(例)＞ 

  ⑴ 下水道に関する情報を提供すること。 

  ⑵ 氾濫が想定される地点を事前に提示すること。 

  ⑶ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会へ参加すること。 

⑷ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態において、下水道管

理者の応急復旧し器材又は備蓄資器材を提供すること。 

 

第３節 居住者等の協力 

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防

管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。（法

第24条） 

 

第４節 隣接県との協力 

境川、朝日町海岸及び旧青海町海岸の洪水又は高潮の際の水防事務においては、相互に雨量、水位

等の観測、通報に協力し、又は資材等を相互に応援融通することにより、当該地域の水害の軽減、防

止に努めるものとする。 

これに係る富山、新潟両県の協定は、附表－20のとおりである。（法第７条第４項） 

 

第５節 水防管理団体相互の協力 

水防管理者は、緊急の必要があるときは、他の水防管理者、市町村長又は消防長に対して応援を求

めることができる。応援を求められた水防管理者、市町村長又は消防長は、自らの水防に支障がない

限り、その求めに応じるものとする。 

応援のため派遣された者は、所要の器具、資材を携行し、水防については応援を求めた水防管理者

の指揮の下に行動するものとする。（法第23条） 

隣接する水防管理団体は、協力応援等の水防事務に関して、あらかじめ相互協定を締結しなければ

ならない。 

 

第６節 警察官の援助要求 

水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求める

ことができる。（法第22条） 

その方法等については、あらかじめ当該水防管理団体の区域を管轄する警察署長と協議するものと

する。 

 

第７節 自衛隊の派遣要請 

人命及び財産に重大なる影響をもたらす水防非常事態が発生又は予想され、自衛隊の出動を待つ他

にこれを防衛することができないようなときは、富山県知事が自衛隊の災害派遣を要請し、水防作業

を行うものとする。 

水防管理者は、災害に際し、自らの能力で処理することが困難な事態が予想されるときは、富山県
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地域防災計画に定めるところにより、富山県知事に自衛隊の災害派遣の要請を要求することができる。

派遣要請の要求にあたっては、次の事項を明らかにするものとする。 

⑴ 災害の状況及び派遣要請を要求する事由 

⑵ 派遣を希望する期間 

⑶ 派遣を希望する区域及び活動内容 

⑷ 派遣部隊が展開できる場所 

⑸ 派遣部隊との連絡方法、その他参考となるべき事項 

  

第８節 水防協力団体 

１ 水防協力団体の指定、監督、情報の提供 

水防管理団体は、次項に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他

これに準ずるものとして国土交通省で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定す

ることができる。また、水防管理団体は、水防協力団体が適正かつ確実な実施を確保するため水防

計画に位置付けるとともに、その業務について報告させることができる。なお、国、富山県及び水

防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助

言をするものとする。 

 

２ 水防協力団体の業務 

⑴ 水防上必要な監視、警戒その他の水防活動の協力 

⑵ 水防に必要な器具、資材又は設備の保管、提供 

⑶ 水防に関する情報又は資料の収集、提供 

⑷ 水防に関する調査研究 

⑸ 水防に関する知識の普及、啓発 

⑹ 前各号に附帯する業務 

 

３ 水防協力団体と水防団等との連携 

水防協力団体は、水防団との密接な連携の下に前項の業務を行わなければならない。また、水防

協力団体は、毎年水防団及び消防機関が行う水防訓練に参加するものとする。 

津波災害警戒区域に係る水防協力団体は、津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123

号）に規定された津波避難訓練に参加する。（法第32条の３） 

 

４ 水防協力団体の申請・指定及び運用 

水防管理団体は、附表－21を参考として水防協力団体指定要領を作成し、水防協力団体の指定の

申請があったときは、これにより指定する。また、指定の際は、あわせて水防協力団体の名称、住

所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 

水防協力団体の業務の運用にあたっては、業務が適正かつ確実に行われるように、附表－21を参

考に活動実施要領を作成し、その内容を水防管理団体の水防計画に規定する。 

 

 

-32-



 

   第８章 水防管理団体の水防計画 

第１節 水防計画の樹立 

指定水防管理団体の管理者は、水防計画（具体的実施計画）を作成要領（附表－22）に基づいて作

成し、毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは変更し、その計画書を遅滞なく富山県

知事に届け出なければならない。 

なお、水防計画を定め、又は変更したときは、消防機関の長、関係警察署長、その他に通知し、そ

の主旨の徹底を期すとともに、その要旨の公表に努める。（法第33条） 

その他の水防管理団体の管理者は、努めて指定水防管理団体に準じて水防計画を作成し、必要があ

ると認めるときは水防計画を変更し、その計画書を所管の土木センター（事務所）所長に提出するも

のとする。 

 

第２節 水防協議会の設置 

指定水防管理団体は、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、水防協議会を

設置することができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を

置くものとする。（法第34条第１項） 

指定水防管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、法第34条に定めるもののほか、市町村又は水

防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合の議決で定めるものとする。 

 

   第９章 水 防 訓 練 

第１節 水防訓練 

指定水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を実施し、水防技術の

向上を図るものとする。（法第32条の２） 

水防管理団体の水防訓練は、次の要領に基づいて十分訓練を行うよう水防計画に定めるものとし、

実施にあたっては、可能な限り地元住民の参加を得て、水防思想の高揚に努めるものとする。 

（実施要領） 

⑴ 実施事項 

① 観測（水位、潮位、雨量、風速、波高等） 

② 通報（電話、無線、伝達等） 

③ 動員（水防団、消防団、水防協力団体、応援等） 

④ 輸送（資材器具、人員等） 

⑤ 工法（水防工法） 

⑥ 排水門・取水門、角落し等の開閉操作 

⑦ 避難、立退き（危険区域居住者の避難） 

⑵ 実施時期 

① 指定水防管理団体の水防訓練は、最も効果のある時期を選び行うものとする。 

② その他の水防管理団体は、指定水防管理団体に準ずるものとする。 
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   第 10 章 水 防 費 用 
第１節 費用負担 

１ 費用負担 

水防管理団体の所管する区域の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。

ただし、他の水防管理団体に関する応援のために要する経費の負担は、応援を求めた水防管理団体

と応援を求められた水防管理団体との間において協議し、決定する。（法第41条・第23条） 

 

２ 利益を受ける市町村の費用負担 

水防管理団体の水防によって、当該水防管理団体の区域以外の市町村が著しく利益を受けるとき

は、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものと

する。 

負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防により著しく利益

を受ける市町村とが協議して定めるものとする。 

当該協議が成立しないときは、水防管理団体は富山県知事にあっせんを申請することができる。

（法第42条） 

 

第２節 公用負担 

 

１ 公用負担権限 

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場に

おいて次のような権限を行使することができる。（法第28条） 

⑴ 必要な土地の一時使用 

⑵ 土石、竹木、その他の資材の使用若しくは収用 

⑶ 車両その他の運搬用機器の使用 

⑷ 排水用機器の使用 

⑸ 工作物その他の障害物の処分 

また、水防管理者から委任を受けた者は上記⑴～⑷（⑵における収用を除く）の権限を行使する

ことができる。 

 

２ 公用負担権限者及び同権限被委任者の証明書 

公用負担の権限を行使する者が水防管理者、水防団長又は消防機関の長であるときは、その身分

を示す証明書を、水防管理者から委任を受けて権限を行使する者であるときは、水防管理者より交

付される公用負担権限委任証（附表－23）を携行し、関係者又は一般人の請求があったときは、こ

れを提示しなければならない。 

 

３ 公用負担の証票 

公用負担を命ずる権限を行使する者は、水防管理団体の定めた証票（附表－24）を２通作成し、

１通は行使者が保管し、他の１通は目的物の所有者若しくはその管理者又はこれに準ずる者に交付

するものとする。 
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４ 損失補償 

水防管理団体は、公用負担の権限行使によって損失を受けた者に対して、時価によりその損失を

補償しなければならない。 
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